
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の進行方向に存在する先行車と自車両との車間距離を算出する手段と、
　 車両と上記先行車との安全車間距離を算出する手段と、
　上記車間距離と上記安全車間距離とを比較し、自車両の衝突可能性を判断する手段とを
備え
　

ことを特徴とする車両の衝突防止装置。
【請求項２】
　

ことを特徴とする請求項
１記載の車両の衝突防止装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自車両の進行路上に存在する障害物を検出して衝突判断を行う車両の衝突防止
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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自

、
上記安全車間距離を算出する手段は、上記先行車の加速度が設定値を超えている場合に

は、超えていない場合に算出する第１の安全車間距離と比較して長い第２の安全車間距離
を設定する

上記第２の安全車間距離は、上記第１の安全車間距離に比べて、少なくとも、自車両の
ドライバの思い込みによって生じる空走距離分、長く設定される



最近では、自動車にＴＶカメラやレーザ・レーダ等を搭載して前方の車両や障害物を検知
し、それらに衝突する危険度を判定して運転者に警報を発したり、自動的にブレーキを作
動させて停止させる、あるいは、先行車との車間距離を安全に保つよう自動的に走行速度
を増減する等のＡＳＶ（ Advanced Safety Vehicle；先進安全自動車）に係わる技術の開
発が積極的に進められている。
【０００３】
このようなＡＳＶにおける衝突防止装置の例としては、自動車技術 Vol.43,No.2,1989.P.6
5～ P.73「大型トラック用追突防止警報装置」に、自車両の車速とレーザ・レーダ装置に
より検出した自車両と先行車両との車間距離を基に、先行車速度、自車両と先行車両との
相対速度等を算出し、この相対速度によって自車両速度を基にして算出する安全車間距離
を切り換え、上記車間距離が上記安全車間距離を割り込んだときに追突の危険性があると
して警報を発する技術が開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来は、上記先行技術のように自車両前方の先行車や障害物のみを考慮し
て危険性の判断を行っており、先行車の更に前方の状況が考慮されていない。
【０００５】
このため絶対的な安全性を考慮し、先行車が停止物に衝突するなど極端な急停止を行う場
合を想定すると、常に非常に大きな車間距離で警報を発する必要があり、運転者に非常に
大きな車間距離を要求することから滑らかな交通の妨げとなる等の問題がある。
【０００６】
また、常に先行車が妥当性を持った挙動をとることを前提にして警報の発生を行うと、運
転者の先行車の挙動のみに注視した思い込み等に対しては、それ以上の安全性の向上を図
ることが出来ないという問題がある。
【０００７】
本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、先行車や先行車前方の先先行車等の複数の障
害物を考慮した総合的な状況の判断を行うことにより、衝突の危険を未然に回避させた上
に運転者の違和感を排除し、さらに、交通の流れの妨げとならない車両運行を行うことが
できる車両の衝突防止装置を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、自車両の進行方向に存在する先行車と自車両との車間距離を算
出する手段と、 車両と上記先行車との安全車間距離を算出する手段と、上記車間距離と
上記安全車間距離とを比較し、自車両の衝突可能性を判断する手段とを備え

こ
とを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、

ことを特徴とする。
【００１２】
　すなわち、自車両の進行方向に存在する先行車と自車両との車間距離を算出し、この車
間距離

【００１３】
　その際、

【００１４】
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自
、上記安全車

間距離を算出する手段は、上記先行車の加速度が設定値を超えている場合には、超えてい
ない場合に算出する第１の安全車間距離と比較して長い第２の安全車間距離を設定する

上記第２の安全車間距離は、上
記第１の安全車間距離に比べて、少なくとも、自車両のドライバの思い込みによって生じ
る空走距離分、長く設定される

と安全車間距離とを比較して自車両の衝突可能性を判断する際、安全車間距離とし
て、先行車の加速度が設定値を超えている場合には、超えていない場合に算出する第１の
安全車間距離と比較して長い第２の安全車間距離を設定する。

第２の安全車間距離は、上記第１の安全車間距離に比べて、少なくとも、自車
両のドライバの思い込みによって生じる空走距離分、長く設定される。



【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１～図４は本発明の実施の第１
形態に係わり、図１は衝突防止装置の概略構成図、図２は衝突防止装置の回路ブロック図
、図３は衝突防止処理のフローチャート、図４は先先行車と先行車と自車との関係を示す
説明図である。
【００１５】
図１において、符号１は自動車等の車両であり、この車両１に、進行方向に存在する障害
物、先行車両、この先行車両の前方に存在する先先行車両等を認識して衝突の危険性を判
断し、衝突の危険性がある場合、衝突回避の警報を発して安全を確保する衝突防止装置２
が搭載されている。
【００１６】
上記衝突防止装置２には、車外の対象物を異なる位置から撮像するためのステレオ光学系
１０、このステレオ光学系１０で撮像した１対の画像を処理し、同一物体に対する視差か
ら三角測量の原理により画像全体に渡る３次元の距離分布を算出する（いわゆるステレオ
法による）イメージプロセッサ２０、このイメージプロセッサ２０からの距離分布データ
を処理して道路形状や複数の立体物を認識し、先行車や先行車前方の先先行車等の複数の
障害物に対する安全性を総合的に判断して衝突の危険性がある場合には衝突警報を出力す
る画像処理・衝突防止処理用コンピュータ３０が備えられ、上記画像処理・衝突防止処理
用コンピュータ３０に、車速センサ３等の現在の車両の走行状態を検出するためのセンサ
が接続されるとともに、ブザーあるいはディスプレイ等からなる警報装置４が接続されて
いる。
【００１７】
図２に示すように、上記ステレオ光学系１０は、例えば電荷結合素子（ＣＣＤ）等の固体
撮像素子を用いた左右１組のＣＣＤカメラ１０ａ，１０ｂによって構成されており、これ
らのカメラ１０ａ，１０ｂは、先行車の前方認識が容易となるよう、図１に示すように、
例えば車両１のルーフ上の前方に設置され、自車前方のみならず先行車の更に前方まで撮
像視野を拡大するようになっている。
【００１８】
また、上記イメージプロセッサ２０は、上記ステレオ光学系１０で撮像した２枚のステレ
オ画像対に対して微小領域毎に同一の物体が写っている部分を探索し、対応する位置のず
れ量を求めて物体までの距離を算出する距離検出回路２０ａと、この距離検出回路２０ａ
の出力である画像のような形態をした距離分布データ（距離画像）を記憶する距離画像メ
モリ２０ｂとから構成されている。
【００１９】
さらに、上記画像処理・衝突防止処理用コンピュータ３０は、主として道路形状を検出す
る処理を行なうマイクロプロセッサ３０ａと、主として個々の立体物を検出する処理を行
なうマイクロプロセッサ３０ｂと、主として、自車と先行車との車間距離から衝突危険性
を判断するマイクロプロセッサ３０ｃとがシステムバス３１を介して並列に接続されたマ
ルチマイクロプロセッサのシステム構成となっている。
【００２０】
上記システムバス３１には、上記距離画像メモリ２０ｂに接続されるインターフェース回
路３２、制御プログラムを格納するＲＯＭ３３、計算処理途中の各種パラメータを記憶す
るＲＡＭ３４、上記車速センサ３及び上記警報装置４が接続されるＩ／Ｏインターフェー
ス回路３５、処理結果のパラメータを記憶する出力用メモリ３６等が接続されている。
【００２１】
上記マイクロプロセッサ３０ａによる道路検出処理では、距離画像メモリ２０ｂに記憶さ
れた距離画像による３次元的な位置情報を利用して実際の道路上の白線だけを分離して抽
出し、内蔵した道路モデルのパラメータを実際の道路形状と合致するよう修正・変更して
道路形状を認識する。
【００２２】
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また、上記マイクロプロセッサ３０ｂによる物体検出処理では、距離画像を格子状に所定
の間隔で区分し、各領域毎に、走行の障害となる可能性のある立体物のデータのみを選別
して、その検出距離を算出し、隣接する領域において物体までの検出距離の差異が設定値
以下の場合は同一の物体と見なし、一方、設定値以上の場合は別々の物体と見なし、検出
した物体の輪郭像を抽出する。
【００２３】
尚、以上のイメージプロセッサ２０による距離画像の生成、上記マイクロプロセッサ３０
ａ，３０ｂによる距離画像から道路形状や物体を検出する処理については、本出願人によ
って先に提出された特開平５－２６５５４７号公報や特開平６－１７７２３６号公報等に
詳述されている。
【００２４】
また、上記マイクロプロセッサ３０ｃによる衝突防止処理では、自車と先行車との安全車
間距離を算出し、自車と先行車との車間距離が安全車間距離以下になったとき、警報装置
４に警報を出力する通常の処理に加え、先行車の前方に先先行車が存在する場合、自車と
先先行車との車間距離や相対速度を考慮して自車と先行車との安全車間距離を算出し、自
車と先行車との車間距離が安全車間距離以下になったとき、警報装置４に警報を出力して
ドライバに警告を発し、図示しないブレーキの操作を促すことで、先先行車の存在による
先行車の急激な挙動変化に対する安全性を確保する。尚、図示しない自動ブレーキ装置等
と連動させ、作動信号を出力することも可能である。
【００２５】
以下、上記画像処理・衝突防止処理用コンピュータ３０による処理のうち、本発明に係わ
る衝突防止処理を図３のフローチャートに従って説明する。尚、以下の説明においては、
自車、自車前方を走行する先行車、この先行車の更に前方を走行する先先行車の関係につ
いて説明するが、先先行車は、駐車車両、横断中の歩行者等のように必ずしも走行車両で
なくとも良い。
【００２６】
このプログラムでは、まず、ステップ S101で、自車の走行方向を撮像して得られる距離画
像から抽出された複数の立体物のデータを読み込み、ステップ S102で、走行車線上に先行
車が有るか否かを調べる。その結果、走行線上に先行車が無い場合には上記ステップ S101
へ戻り、走行車線上に先行車が有る場合、ステップ S103へ進んで、先行車と自車との車間
距離Ｌ 1(n)を算出する。尚、今まで記憶していた値は前回の車間距離Ｌ 1(n-1)として記憶
更新する。以下、各パラメータにの添え字 (n)は今回求めた値を表し、添え字 (n-1)は前回
求めた値を表す。
【００２７】
次に、ステップ S104へ進み、車速センサ３からの信号に基づいて自車速度Ｖ 0を算出し、
ステップ S105で、今回の車間距離Ｌ 1(n)と前回の車間距離Ｌ 1(n-1)との時間変化、及び、
現在の自車速度Ｖ 0(n)に基づいて先行車速度Ｖ 1(n)を以下の (1)式で算出する。
【００２８】
Ｖ 1(n)＝（Ｌ 1(n)－Ｌ 1(n-1)）／Δｔ＋Ｖ 0(n)　　　　　… (1)
但し、Δｔ：計測、演算周期
その後、ステップ S106へ進み、距離画像から抽出された複数の立体物のデータから先行車
の前方に先先行車が存在するか否かを調べる。その結果、先先行車が存在しないときには
、上記ステップ S106からステップ S107へ進み、先行車と自車との安全車間距離ＬＫ 1を算
出する。
【００２９】
この安全車間距離ＬＫ 1は、先行車が速度Ｖ 1(n)から減速度（負の加速度；但し、以下、
特記しない限り絶対値を示す）α k11で制動を加えたと仮定した場合の制動距離“Ｖ 1(n)2

／（２・α k11）”と、自車が速度Ｖ 0から減速度α k0で制動したときの制動距離“（Ｖ 0(
n)2／（２・α k0）”とに基づいて、以下の (2)式で算出される。
【００３０】
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但し、Ｔ 1：自車の空走時間
Ｌ 0：距離マージン（停止後の間隔）
ここで、上記 (2)式における先行車の制動距離を定める減速度α k11の値は、例えば、先行
車が急ブレーキを掛けた状態を想定して予め設定しておき、また、自車の制動距離を定め
る減速度α k0の値は、自車の制動能力等を考慮して設定される。また、ドライバの反応時
間を考慮した空走時間Ｔ 1に対し、車間距離の余裕となる距離マージンＬ 0の値は、例えば
、先行車の加速度に応じて設定しても良く、先行車の加速度が負で減速状態にあるときに
は、先行車の減速度が大きい程、距離マージンＬ 0を大きく取ることが望ましい。
【００３１】
そして、上記ステップ S107で安全車間距離ＬＫ 1を算出すると、ステップ S108へ進み、こ
の安全車間距離ＬＫ 1と現在の車間距離Ｌ 1(n)とを比較する。その結果、現在の車間距離
Ｌ 1(n)が安全車間距離ＬＫ 1より大きいときには上記ステップ S108から前述のステップ S10
1へ戻り、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間距離ＬＫ 1以下であるとき、衝突の危険性有り
と判断し、ドライバに警告を発して図示しないブレーキの操作を促すべく上記ステップ S1
08からステップ S113へ進んで警報装置４に警報信号を出力し、ルーチンを抜ける。
【００３２】
一方、上記ステップ S106で、先先行車が存在するときには、上記ステップ S106からステッ
プ S109へ分岐し、自車と先先行車との車間距離Ｌ 2(n)を算出すると、ステップ S110で、今
回の車間距離Ｌ 2(n)と前回の車間距離Ｌ 2(n-1)との時間変化、及び、現在の自車速度Ｖ 0(
n)に基づいて先先行車速度Ｖ 2(n)を以下の (3)式で算出する。
【００３３】
Ｖ 2(n)＝（Ｌ 2(n)－Ｌ 2(n-1)）／Δｔ＋Ｖ 0(n)　　　　　… (3)
その後、ステップ S111へ進み、先先行車の存在を考慮した自車と先行車との安全車間距離
ＬＫ 2を算出する。すなわち、図４に示すように、自車１の前方に先行車５０が存在し、
さらに、この先行車５０の前方に先先行車１００が存在するような状況で、先行車５０の
ドライバが先先行車１００との車間距離を十分取らずに先先行車１００に異常接近し、急
ブレーキをかける、あるいは、衝突寸前でハンドル操作により衝突を回避したような場合
を想定し、前述の (2)式による自車と先行車との安全車間距離ＬＫ 1に対し、先行車５０の
速度Ｖ 1(n)からの減速度α k11による制動距離“Ｖ 1(n)2／（２・α k11）”を、先先行車
１００の速度Ｖ 2(n)からの減速度α k2による制動距離“Ｖ 2(n)2／（２・α k2）”に置き
換え、先先行車１００が存在する場合の自車１と先行車５０との安全車間距離ＬＫ 2を以
下の (4)式で算出する。
【００３４】
　
　
　
但し、Ｃ 1：先行車の車体長
この場合、上記 (4)式における制動距離“Ｖ 2(n)2／（２・α k2）”の項は、先行車の前方
に検出した物体が走行車両でなく駐車車両や歩行者等のときには０となり、“（Ｖ 0(n)2

／（２・α k0）＋Ｖ 0(n)・Ｔ 1＋Ｌ 0＋Ｃ 1”の項が自車から先行車前方の物体までの距離
Ｌ 2(n)以下となるよう、現在の自車速度Ｖ 0(n)に応じて自車の減速度α k2が設定される。
【００３５】
次いで、上記ステップ S111からステップ S112へ進んで先先行車が存在する場合の安全車間
距離ＬＫ 2と現在の車間距離Ｌ 1(n)とを比較し、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間距離Ｌ
Ｋ 2より大きいときには、前述のステップ S107へジャンプして先先行車が存在しない場合
の安全車間距離ＬＫ 1と現在の車間距離Ｌ 1(n)との比較を行い、現在の車間距離Ｌ 1(n)が
先先行車が存在する場合の安全車間距離ＬＫ 2以下であるとき、前述のステップ S113で警
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報装置４に警報信号を出力してルーチンを抜ける。
【００３６】
このように、本形態によれば、先行車の異常な急停止を考慮して過大な安全車間距離を設
定せずとも、先行車の前方に先先行車が存在し、先行車のドライバが先先行車との車間距
離を十分取らずに先先行車に異常接近し、急ブレーキをかける、あるいは、衝突寸前でハ
ンドル操作により衝突を回避するような事態が予想される場合、予め安全な車間距離を取
らせることができ、思わぬ事故を未然に回避することができる。
【００３７】
図５は本発明の実施の第２形態に係わる衝突防止処理のフローチャートである。本形態は
、先先行車の存在を認識できても正確な測距ができないような状況において、先行車を運
転するドライバが先先行車に対する異常接近回避のための減速を行うまでの危険認識の遅
れによる空走時間を考慮し、安全車間距離を算出するものである。
【００３８】
すなわち、先行車が大型トラック等の場合など、ＣＣＤカメラ１０ａ，１０ｂの撮像範囲
が限定される場合、先行車の更に前方の先先行車を認識できるのは、左右のカーブを走行
するとき、また、自車、先行車、先先行車が左右に偏走行する等して位置関係がずれたと
き等である。
【００３９】
従って、走行状況によっては先先行車の存在を認識できても先先行車との正確な距離を測
定できない場合もあり、このような状況に対処するため、先先行車が検出されない場合の
安全車間距離に対し、先先行車が検出された場合の安全車間距離を、先先行車との車間距
離Ｌ 2を用いることなく（必然的に先先行車速度Ｖ 2も用いない）、先先行車の存在を考慮
した別の値とする。
【００４０】
このため、図５に示す本形態の衝突防止処理では、第１形態の衝突防止処理（図３参照）
に対し、先先行車が検出された場合のステップ S109,S110,S111,S112の処理を、ステップ S
201,202の処理に変更しており、以下、変更部分のみについて説明する。
【００４１】
すなわち、ステップ S101～ S106を経て先先行車が検出された場合、ステップ S106からステ
ップ S201へ分岐し、自車速度Ｖ 0(n)及び先行車速度Ｖ 1(n)を用い、先先行車の存在を考慮
した安全車間距離ＬＫ 3を以下の (5)式で算出する。
【００４２】
　
　
　
上記 (5)式におけるＴ 2は、先行車を運転するドライバが先先行車との車間距離を十分に取
らず、先先行車との車間距離が未だ安全だとの判断の誤りや危険認識の遅れ等による先行
車の空走時間であり、先行車が速度Ｖ 1(n)から減速度α k12で制動を加えたときの制動距
離Ｖ 1(n)2／（２・α k12）、自車が速度Ｖ 0から減速度α k0で制動したときの制動距離（
Ｖ 0(n)2／（２・α k0）に対し、先行車の空走時間Ｔ 2と自車の空走時間Ｔ 1とによる自車
の空走距離“Ｖ 0(n)・（Ｔ 1＋Ｔ 2）”を加味する。
【００４３】
この場合、先行車の減速度α k12は、先先行車が存在しない場合の安全車間距離ＬＫ 1の算
出における先行車の減速度α k11と同程度とすることができるが、より安全を考えて大き
くしても良い。
【００４４】
そして、上記ステップ S201で安全車間距離ＬＫ 3を算出した後、ステップ S202へ進んで安
全車間距離ＬＫ 3と現在の車間距離Ｌ 1(n)とを比較し、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間
距離ＬＫ 3より大きいときには、ステップ S101へ戻り、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間
距離ＬＫ 3以下であるとき、ステップ S113で警報装置４に警報信号を出力してルーチンを
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抜ける。
【００４５】
本形態では、先行車を運転するドライバが先先行車との車間距離を十分に取らず急ブレー
キをかけたときでも、予め、先行車のドライバの危険認識の遅れを考慮して車間距離を十
分に取らせておくことができ、前述の第１形態と同様、思わぬ事故を未然に回避すること
ができる。
【００４６】
図６は本発明の実施の第３形態に係わる衝突防止処理のフローチャートである。本形態は
、先行車に対する自車のドライバの思い込みによる認識遅れや判断遅れを考慮し、先行車
の加速状態に応じて安全車間距離を設定するものである。
【００４７】
図６に示す本形態の衝突防止処理では、第１形態の衝突防止処理（図３参照）のステップ
S101～ S105と同様のステップ S301～ S305を経て現在の先行車速度Ｖ 1(n)を算出すると、ス
テップ S306で現在の先行車速度Ｖ 1(n)と前回の先行車速度Ｖ 1(n-1)とから先行車の加速度
α 1(n)を以下の (6)式で算出する。
【００４８】
α 1(n)＝（Ｖ 1(n-1)－Ｖ 1(n)）／Δｔ　　　　　　… (6)
次いで、ステップ S307へ進み、現在の先行車加速度α 1(n)が設定値α S以下か否かを調べ
る。この設定値α Sは先行車が加速した後の挙動変更によって危険が予想されることに対
処するものであり、α 1(n)≦α Sのときには、上記ステップ S307からステップ S308へ進ん
で第１形態で説明した先先行車が検出されないときの安全車間距離ＬＫ 1を (2)式に従って
算出する。
【００４９】
そして、上記ステップ S308からステップ S309へ進み、第１形態と同様、安全車間距離ＬＫ
1と現在の車間距離Ｌ 1(n)とを比較し、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間距離ＬＫ 1より大
きいときにはステップ S301へ戻り、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間距離ＬＫ 1以下であ
るとき、ステップ S312で警報装置４に警報信号を出力してルーチンを抜ける。
【００５０】
一方、上記ステップ S307でα 1(n)＞α Sのときには、上記ステップ S307からステップ S310
へ分岐し、先行車の加速後の急減速を想定した安全車間距離ＬＫ 4を以下の (7)式で算出す
る。
【００５１】
　
　
　
上記 (6)式におけるΔＴは、自車のドライバの思い込みを考慮した空走時間の増分であり
、先行車が加速すると、これにつられて先行車前方の状況を確認しないまま加速をするよ
うな場合の安全だという思い込みによる危険認識の遅れ、あるいは、先行車が最初は直進
するつもりで加速し、急に右折しようとして対向車に対して急ブレーキをかけるような場
合のブレーキ操作の遅れを想定し、先行車が速度Ｖ 1(n)から減速度α k13で制動を加えた
ときの制動距離Ｖ 1(n)2／（２・α k13）、自車が速度Ｖ 0から減速度α k0で制動したとき
の制動距離（Ｖ 0(n)2／（２・α k0）、空走時間Ｔ 1に思いこみによる遅れを考慮した増分
ΔＴを加えた自車の空走距離“Ｖ 0(n)・（Ｔ 1＋ΔＴ）”に基づいて安全車間距離を算出
する。
【００５２】
尚、上記増分ΔＴは、先行車速度Ｖ 1(n)、自車速度Ｖ 0(n)、先行車加速度α 1(n)等の値に
応じて変化させても良く、また、上記増分ΔＴに代えて先行車の減速度α k13を大きくし
ても良い。
【００５３】
そして、上記ステップ S310で安全車間距離ＬＫ 4を算出した後、ステップ S311へ進み、安
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全車間距離ＬＫ 4と現在の車間距離Ｌ 1(n)とを比較し、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間
距離ＬＫ 4より大きいときには、ステップ S301へ戻り、現在の車間距離Ｌ 1(n)が安全車間
距離ＬＫ 4以下であるとき、ステップ S312で警報装置４に警報信号を出力してルーチンを
抜ける。
【００５４】
本形態は、先行車の急ブレーキ前に予め確実な車間距離を取らせておくことができ、特に
、先行車との車間距離が短く、思い込みによる事故の起こりやすい発進時や低速時に効果
的である。
【００５５】
尚、以上の各形態においては、２台のステレオカメラで撮像した画像を処理して先行車や
先先行車等を認識する例について説明したが、２台のステレオカメラに代えて、スキャン
式レーザ・レーダ、あるいは、このスキャン式レーザ・レーダと単眼のカメラとの組み合
わせにより、先行車、先先行車等を認識するようにしても良い。
【００５６】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、自車両の進行方向に存在する先行車と自車両との
車間距離を算出し、この車間距離

た
め、先行車や先行車前方の先先行車等の複数の障害物を総合的に考慮して安全性を確保し
、衝突の危険を未然に回避させた上に運転者の違和感を排除し、さらに交通の流れの妨げ
とならない車両運行を行うことができる等優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の第１形態に係わり、衝突防止装置の概略構成図
【図２】同上、衝突防止装置の回路ブロック図
【図３】同上、衝突防止処理のフローチャート
【図４】同上、先先行車と先行車と自車との関係を示す説明図
【図５】本発明の実施の第２形態に係わる衝突防止処理のフローチャート
【図６】本発明の実施の第３形態に係わる衝突防止処理のフローチャート
【符号の説明】
１　…車両
２　…衝突防止装置
３　…車速センサ
４　…警報装置
１０…ステレオ光学系
２０…イメージプロセッサ
３０…画像処理・衝突防止処理用コンピュータ
Ｌ 1 …車間距離
Ｌ 2 …自車と先先行車との車間距離
ＬＫ 1,ＬＫ 2,ＬＫ 3,ＬＫ 4…安全車間距離
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と安全車間距離とを比較して自車両の衝突可能性を判断
する際、安全車間距離として、先行車の加速度が設定値を超えている場合には、超えてい
ない場合に算出する第１の安全車間距離と比較して長い第２の安全車間距離を設定する



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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